
後援申請について 

 

①後援申請の流れ 

開催地域の自治体、教育委員会の後援名義の使用申請は、後援等申請書（様式確認）に必要

事項を記入の上、必要書類と併せてそれぞれの審査担当課（事業内容によって異なります）

まで提出する。 

 

※初回申請時はそれぞれの審査担当課・後援等申請書（様式）・添付書類をあらかじめ問い

合わせしておく。 

※承認までの日数は平均して 2 週間から４週間くらいです。 

 審査や面談がある自治体は申請期間に余裕を持ってお考え下さい。 

 

②必要な書類 

・後援等申請書（様式あり） 

・開催団体の規約、会則、定款その他これらに類するもの 

・開催要項、プログラム、ポスターその他事業の概要を記載した書類 

（事業計画書、案内チラシも該当する） 

・収支予算書 

・その他自治体、教育委員会が必要があると認める書類（主に団体名簿、後援実績等） 

・返信用封筒(A4 長型に宛名、切手添付) 

 

※現在、新型コロナウィルス感染拡大防止に伴って「新型コロナウィルス感染拡大防止遵守

条件」の提出が必要な自治体もあります。 

 

 

次のいずれかに該当する場合は承認されません。 

・教育の目的を阻害するおそれのあるとき。 

・営利を主たる目的とするとき。 

・政治的又は宗教的な活動であると認められるとき。 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団の利益にな

り、又はなるおそれがあると認められるとき。 

・事業の性格、規模等から教育効果が薄いと認められるとき。 

このほか、自治体、教育委員会において後援等を行うことが適当でないと認められるとき。 



③申請書記入例（大阪市教育委員会の場合） 



 

 

 

 



 

【ママと子どもの子育てラボ申請例】     



 

 

 

 

 

 



（例：大阪市：後援名義申請書） 

 

 

 



④後援事業終了報告書の提出 

事業終了後は、速やかに後援事業終了報告書を審査担当課へ提出ください。 

（自治体にもよりますが、事業終了後１週間～1 ヶ月以内） 

※イベントの中止・変更があった場合も報告提出が必要です。 

 

・後援事業終了報告書（様式確認） 

 

添付書類 

・収支決算書 

・事業内容がわかるもの（プログラムや配布チラシ、大会結果など） 

 

 

※事業報告書一覧ファイル参照   


